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平成24年2月3日に札幌で「生

産獣医療における国境なき感染症

の流行現況と対策」に関する国際

シンポジウムが開催された．この

シンポジウムは平成23年度日本

獣医師会獣医学術学会年次大会の

サテライト企画として日本産業動

物獣医学会が企画したシンポジウ

ムであった．牛の感染症として世界的な問題となってい

るヨーネ病について「Current topics of Johne’s Dis-

ease」とのタイトルで開かれたセッションには，ウイー

ン大学の W. Baumgartner教授，アメリカ農務省

（USDA）のMichael A. Carter博士，そして動物衛生

研究所の著者がそれぞれの地域におけるヨーネ病の発生

状況や特徴，そして防疫対策の最新状況を発表しあっ

た．本稿では演者のBaumgartner教授の発表を中心に，

必要な関連文献を加味して，欧州の状況が理解していた

だけるような概説をする．

1 は じ め に

Baumgartner教授はヨーロッパでのヨーネ病の発生

状況と対策についてのお話をするにあたり，ヨーネ病に

ついての簡単な紹介をした．これは会場に来ている大動

物臨床の獣医師以外の方にも理解を深めてもらおうとい

う意図だった．以下に著者が重要だと思う部分につい

て，要約を紹介しておきたい．

ヨーネ病は遅発育性と抗酸性を特徴とするヨーネ菌に

起因する伝染病で［1］一般に牛，羊と山羊の疾患と思

われてきたが，ヨーネ菌は広い宿主域を有しており，野

生及び反芻動物家畜の多くの動物種で見つかる［2h4］．

わが国では牛，緬羊，山羊に加えて鹿と水牛が家伝法に

おける対象動物に指定されている．

クローン病患者の腸病変などから見つかるヨーネ菌

（ほとんどの報告例は菌培養によるものではなく，PCR

法によるヨーネ菌DNAの検出によるもの）と特異抗体

の検出率の高まりに関する報告は2つの疾患の関連性に

ついて現在進行形の論議となっている［5］．ヨーロッパ

におけるヨーネ病有病率は，諸国間で異なっており，ド

イツのある地域では，ヨーネ病陽性の酪農群は最高

84.7％に達するという［6］．その一方でスウェーデンは

ヨーロッパの国の中で唯一ヨーネ病の清浄化達成を公言

している国である，しかし，ヨーネ病の散発的発生は報

告されているという［7, 8］．ヨーロッパのヨーネ病の有

病率についてはデンマークのニールセンらが細かく報告

している［9］．

ヨーネ病についてはすでに著者もいくつかの総説を執

筆してきたが，Baumgartner教授が認識している点を

中心に簡単に解説してみたい．ヨーネ菌感染は，分娩房

や乳房に付着した糞便の中に存在するヨーネ菌を経口摂

取することにより出生直後に起こるものと考えられてい

る．ヨーネ菌は不顕性感染牛の乳にも検出され，糞便汚

染以外の重要な感染源となる．子牛の時期はヨーネ菌に

最も感染しやすいが，成牛もまた感染し得ることが知ら

れている［10］．さらにまた，ヨーネ病の発症牛から生

まれる子牛の約25％がすでに子宮内で感染していると

もいわれている．

例え牛がヨーネ菌に感染していたとしても，下痢や削

痩といったヨーネ病の臨床徴候は2歳前までには見られ

ないのが普通であるが，ヨーネ病の有病率の高い農場で

は1歳でも見られる場合があるということだった［11］．

ヨーネ菌感染牛は糞便中に多量の菌を排出する可能性

がある．いわゆる「Super shedders」ではヨーネ病の

臨床徴候を示すことなく，糞便1グラム中に100万以上

のコロニー形成単位（cfu）のヨーネ菌を排菌すること

がわかっている［12］．著者は「Super shedders」は欧

米でのみ用いられている言葉と理解しているが，日本語

でいえば「超排菌牛」ということになるだろう．欧米で

はわが国のように感染動物を根こそぎなくしていく（撲

滅対象疾病という言葉がそれを示している）という防疫

対策が現実的ではないので，せめて膨大な排菌を継続す

る牛だけでも農場から排除していこうということなので

ある．札幌のシンポジウムの直後に出かけた第11回ヨ

ーネ病国際学会（シドニー）でも90％以上の牛がヨー

ネ病感染している農場で，「どう防疫すればいいんだ」

とアメリカからの参加者に問い詰められたことを思い出

す．その時には「日本の方法を参考に少しづつ頑張っ
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て」というしかなかった．さて，ヨーネ病の伝播で最も

重要なルートは農家が不顕性感染牛を購入することであ

る．現在のところ，若い牛がヨーネ病に感染しているか

どうかを判断できる有効な技術は普及していない．著者

らが報告しているインターフェロンhγELISA法の実用

化が待たれるところである．しかし，精液，受精卵移植

を介した伝播や，野生の反芻動物からの伝播も論議され

てきており［13h15］，このような感染ルートに対しては

防疫対策が難しい．

牛におけるヨーネ菌感染は4つの段階に分けられるこ

とができる：蠢期は「不顕性感染期」，蠡期「不顕性キ

ャリア期」，蠱期「臨床発症期」そして蠶期「進行した

臨床的発症期」と呼ばれている［11］．

蠢期と蠡期の感染動物はヨーネ病の臨床的な徴候を示

さないが，蠡期の牛は，不妊症，乳房炎，跛行並びに泌

乳減少など他の疾患の発生率が高くなるという［16］．

著者は泌乳減少が見られるステージはかなり進行した

感染ステージではないかと考えるが，Baumgartner教

授のように欧米の研究者にとってはまだ序の口なのかも

しれない．食欲は正常に見えても蠱期と蠶期は慢性下痢症

と体重減少などヨーネ病の典型的症状を示すようになる．

蠶期の感染動物は衰弱し，慢性大量下痢で苦しみ死に

至る［11］．わが国ではここまで進行したステージの感

染牛をみることはまれになっているが，それでも5年に

一度の検査体制では，5年前にカテゴリー蠢となった農

場の中で検出されなかった潜伏期間の感染牛の病変が熟

成し，感染が進行して発症することは十分にあり得ると

思う．

ヨーネ病の臨床的な症例は徹底的な臨床検査と症状ま

たは病理学的検査に基づいて診断できることが多いが，

不顕性感染で臨床症状が見えない場合には培養や血清学

的な検査に頼らなければ診断することができない．

Baumgartner教授は，現在のヨーネ病検査法では不顕

性感染状態にある肉牛の検査に対して感度と特異性とも

に低いことが残念であると述べていた［17］．肉牛の飼

養期間を考えれば，病変がひどく燃え盛る時期まで生き

ていないことも感染牛の摘発が難しいのであろう．改め

て述べるまでもないが，一般的に用いられる検査とし

て，菌の存在を直接検出する方法である糞便培養と菌の

DNAを増幅して証明するPCR法がある．そして，ヨー

ネ菌感染において上昇する抗体を検出するための

ELISA法がある．ヨーネ菌は，今日，乳牛で最も一般的

で経済的被害が高い疾患だと評価されているが，肉牛産

業にも影響を及ぼしているのである．著者も常に強調す

るが，臨床的ヨーネ病牛（第蠱期と蠶期）は，その農場

の「ヨーネ菌感染牛群の氷山」の先端部分を代表してい

るだけであると時間をかけて説明をしてくれた［11］．

Baumgartner教授は氷山モデルの一例として，農場

に存在する感染蠶期のヨーネ病牛1頭あたり，蠱期の感

染牛が1～2頭，蠡期の牛が6～8頭，蠢期の牛は12～

25頭も飼育されていると紹介してくれた［11］．著者は

もっと多くの感染牛が潜んでいるような気がしている．

ヨーネ病は経済的被害が第一の問題といわれ続けてきて

いるが，ヨーネ菌感染症による経済的損失を正確に算出

するのは困難である．一般にミルク産生量の減少，と殺

時の評価額の低下，合併症治療のための経費と防疫制御

プログラム実施に関連する諸コストは経済的被害に含ま

れるだろう．もちろん，診断検査費や消毒管理費，代替

牛の購入経費なども含まれる．

2 ヨーロッパにおけるヨーネ病のコントロール

ヨーロッパの農業構造は多様で46の国からなってい

る，各国の牛の飼養頭数も様々である．2010年の段階

で，欧州連合（EU）内には86,600万頭の牛が存在し，

農場あたりの頭数規模は202頭（キプロス）から2.5頭

（ルーマニア）と国によっても大きな幅がある［18］．

このように酪農と牛肉生産に関わる管理条件の違いは

種々雑多で，さらにヨーロッパ諸国間の法律と行政機構

の違いが加わって，牛ヨーネ病の防疫努力とプログラム

の多様さを生みだす原因となっている．ヨーネ病にかか

った牛がほとんどいないという国（例えばスウェーデ

ン）では，国としての撲滅方針を持って厳密で強制的な

コントロール・プログラムを実施している．しかし，大

部分の国では，ヨーネ病の防疫対策は強制力を伴わない

「任意のコントロール・プログラム」が行われていると

いうのが実態である．各国のプログラムは，それぞれ異

なった目的やスケールを持っており，生産者によって受

け入れられるレベル，すなわちどの程度実施されている

のかという現実的なレベルも様々なのである．

ヨーロッパにおけるヨーネ病のコントロール・プログ

ラムのいくつかの例が紹介された．

3 スウェーデン

スウェーデンには約150万頭の牛がいるが，1年間に

輸入される成牛の数はごくわずかである［18］．スウェ

ーデンはヨーロッパの国の中で唯一ヨーネ病の清浄化達

成を公言しているが，ヨーネ病の散発的発生は報告され

ているという［7, 8］．スウェーデンでは1952年からヨ

ーネ病が届出伝染病に指定されていることもあり有病率

は非常に低いという［19］．ヨーネ病の疑いを持たれる

すべての症例が，担当部局により調査されている．そし

て，2004年以降には，剖検されるすべての成牛からヨ

ーネ菌培養用のサンプル採取がなされている［20］．さ

らに，スウェーデンでは輸入される生きた牛のすべてか

らヨーネ菌培養用のサンプル採取がなされなければなら

ず，輸入牛が由来する農場の清浄度も調査されていると
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いう［8］．感染牛を輸入しない，農場に導入しないこと

がヨーネ病防疫の基本であることは明白なので，導入時

に徹底的な検査陰性の牛を選択することが重要であるこ

とは世の東西を問わない．スウェーデンにおいては，牛

群がヨーネ病陽性とされた場合には，撲滅方針に従っ

て，陽性牛との接点を持つすべての接触群について広範

囲な追跡調査が実施される．汚染された施設の清浄化や

消毒も義務化されている．そして，患畜発生後の出荷で

きない待機期間は建物，牧草地と農地にも適用される

［22］．

4 ノ ル ウ ェ ー

ノルウェーは，約90万頭の牛を有し［18］，ヨーネ病

汚染農場は全体の10％と報告されている［9］．ノルウ

ェーではヨーネ病の国家サーベイランスとコントロー

ル・プログラムが1996年に確立された．すべての酪農

農場と肉牛農場が州政府の支援を受けている．国家防疫

の実際としては，ランダムに選定された検査対象農場の

中で最も高齢の5頭の牛の糞便を選んで検査試料として

用いることになっている［8］．2000年以降には体重減

少や2週間以上下痢が続く牛，さらに4歳以上の成牛に

注目した臨床サーベイランスが実施されてきた．ヨーネ

病牛であると確認された場合には，多くの場合，その州

政府による汚染群の淘汰と補償がなされてきたそうであ

る［8］．

5 オーストリア

オーストリアの牛の総頭数は，約200万頭［27］で，

ヨーネ病汚染農場は1994～1997年には6.97％であっ

たが 2002 ～ 2003 年には 19 .05 ％に増加したという

［22］．オーストリアでは2006年以後，羊，山羊と家畜

化されている鹿の臨床発症ヨーネ病について届け出が必

要になった［22］．ヨーネ病の臨床徴候を示している動

物は隔離されなければならず，ELISA用の血液と培養，

PCR用の糞便サンプリングをしてヨーネ診断検査を実

施しなければならない．検査により確認された陽性動物

は3日以内に殺処分されなければならず，その際，患畜

の肉は廃棄処分されるそうである．殺処分された動物に

対しては政府による補償がなされる．そして，ヨーネ病

のさらなる伝播を防止する衛生的な予防措置がその農場

で実施されなければならない．もしも，と殺時に重篤な

削痩を呈する動物が発見されたり，死亡動物が見られた

時には，組織標本を採取してヨーネ菌用DNAを検出す

るためのPCR検査がなされるという［9, 22］．この強制

的なプログラムの目的は，臨床期のヨーネ病牛を減らす

ことで，農場環境へのヨーネ菌の排菌を減少させて，農

場内の非感染動物と農場を保護することだという．著者

は不顕性感染動物も摘発しないと清浄化達成は難しいと

思うが，現実的な対策として，ないよりははるかにまし

かもしれない．Baumgartner教授は大量の菌を牛乳中

に排菌する恐れのある進行した感染牛を減らすことによ

り，食物連鎖へヨーネ菌が入り込むリスクを低減できる

のだと食品衛生面での効果も強調した．

6 オ ラ ン ダ

2010年の時点でオランダには約400万頭の牛が飼育

され［18］，うち54％の牛群がヨーネ病陽性と考えられ

る［9］．2006年にヨーネ病防疫のための新たな「任意

の対策プログラム」が作られた．このプログラムは，乳

質改善と乳業会社に供給されるミルク中のヨーネ菌量を

減少させることに焦点を合わせたものだった［23］．こ

の任意プログラムに参加している農場では，すべての泌

乳牛はミルクELISAによって検査が行われ，3歳かそれ

以上の年齢の牛では2年間隔で血清ELISAによるヨー

ネ病検査が行われている．血清検査が陽性であった場合

に，その農場は検査機関に糞便培養をするように要求し

て感染の確認をすることができるという［24］．

この任意プログラムの目的は，農場がヨーネ病陰性証

明書を獲得することではなく，プログラム参加農場の感

染状況をA，BまたはCに分類してわかりやすくするこ

とである．「ステータスA」は，ELISA陽性動物が存在

しない群ということである．「ステータスB」は，抗体

陽性動物が見つかった後に防疫対策により排除され，清

浄化された群のことである．そして，農場内に抗体陽性

動物が残っている群は「ステータスC」と分類されるも

のである［24］．大雑把にみて，わが国が「牛のヨーネ

病防疫対策要領」のもとで実施してきたカテゴリー蠢が

オランダの「ステータスA」に相当し，カテゴリー蠡が

オランダの「ステータスB」と「ステータスC」を合わ

せた状態と理解して良い．

2008年以降，繰り返し検査の最初の試みはオランダ

酪農委員会が支出することにより実施され，そのプログ

ラムにはオランダの酪農農場の80％以上が参加した．

2011年以後は「ステータスC」と査定された農場への

強制的な介入と牛乳の出荷制限が考慮されるようになっ

ている［23］．日本ではカテゴリー蠡農場に対しては，

ヨーネ病検査陽性牛が見つからなくなるまで，2～3カ月

ごとに繰り返し検査が実施され，同時に消毒など衛生管

理の指導がずっと長い間実施されてきている．オランダ

の半数ほどの農場が汚染農場であるという状況が変わる

ことを願っている．

7 デ ン マ ー ク

デンマークの総牛頭数は約160万頭［27］であるが，

肉牛農場の55％が［16］，酪農農場の85％がヨーネ病

陽性農場である汚染状況であるといえる［1］．乳牛のヨ
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ーネ病有病率を下げる目的と，長期的なヨーネ病撲滅を

めざして「任意のリスク・ベースの防疫プログラム」が

2006年に作られた［23］．この防疫プログラムに参加し

ている農場では1年につき3～4回すべての泌乳牛の乳

がミルクELISAによって検査される．繰り返される検

査の最後の3回のミルクELISAのうち，少なくとも1回

が陽性となった牛は高リスク牛とみなされ，すべて繰り

返し検査でELISAが陰性である場合には低リスク動物

とみなされる［25］．ミルクELISAはサンプルの採取が

容易であるということから欧米では実用的な方法として

しばしば使用されているが，血清抗体の検査に比べると

感度が低く，汚染が相当に進んだ地域での技術と考えて

良い．ミルクELISA陽性牛は血清ELISAも陽性となる

一致率が高いが，血清ELISA陽性牛は必ずしもミルク

ELISA陽性にはならない場合があるということである．

汚染率が低く，高い抗体を保有する感染牛の少なくなっ

ているわが国ではミルクELISAが第一選択となること

はないが，血清ELISAによる定期スクリーニング検査

の間を補填する目的で農場の清浄度の確認を簡便に行う

ような使い方はできるかもしれない．

子牛に対してヨーネ菌の暴露の機会を少なくするため

には，初乳，乳そして糞便の汚染を減少させる必要があ

り，高リスク牛については衛生的な予防措置が必要であ

る．さらに，頻回の検査でELISAが陽性となった牛を

と殺することは推奨されている［25］．高リスクと低い

リスク動物の分類以外に，ステータスや感染レベルはそ

の農場に設定されない．そして，参加している農家はそ

のプログラムが6～8年持続することを知らされてい

る．この任意プログラム参加にかかるすべての経費は農

家により支払われなければならないにもかかわらず，

2009年にはデンマークの酪農農場の約29％がそのプロ

グラムに参加していたという［23］．

8 ド イ ツ

EUの統計によれば2010年にはドイツには1,270万頭

の牛がいると報告されている．ヨーネ病の血清抗体陽性

率は地方により異なるが，ある地域では酪農農場の

84.7％が抗体陽性だったと報告されている．牛のヨーネ

病が発生した場合には州に報告しなければならず州当局

によって登録されるが，報告された動物に対する殺処分

命令や農場への防疫対策の介入といった行政対応はなさ

れていない．

2005年にはヨーネ病の防疫のためのガイドラインが，

ドイツ連邦食料・農業・消費者保護省（the German

Federal Ministry of Food, Agriculture and Con-

sumer Protection）によって公表された［26］．このガ

イドラインは，地域の活動を調和させ，臨床症例の発生

を低下させることで，ヨーネ病のさらなる蔓延を防止す

る目的で衛生的な予防措置とコントロール・プログラム

作成の提案をまとめたものであった．このように国家レ

ベルでのガイドラインは不十分なものであったが，ブラ

ンデンブルグ，ニーダーザクセン，ノルト・ライン・ヴ

ェストファーレン，ザールラント，チューリンゲンなど

の州においては，牛ヨーネ病防疫のために多くの独自の

防疫プログラムが作られていた．2008～2009年におけ

るチューリンゲンの15農場で実施された調査では農場

ごとのヨーネ菌培養陽性牛の割合は2.7～67.6％であっ

たという［27］．

9 最小の防疫プログラムに関する議論と示唆すること

牛のヨーネ病の防疫対策は難しく，経済的影響が大き

い疾病であることから，牛の獣医療において重要な役割

を果たすだろう．ヨーネ病の防疫プログラムの多くは，

ヨーネ病に対する検査を実施後に，戦略を選別して進め

ていく．そして，家畜衛生的な感染・蔓延予防措置と併

用され進められるが，特に子牛や若い牛に限定している

のか，新たなヨーネ菌感染が起こらないところに焦点を

合わせられている［28］．

残念なことに，そういったプログラムは，農家と獣医

師にとっては，高い経費，集中的作業負荷，長い期間と

臨床検査の感度と特異性の欠如などのために受け入れが

たいものであるため，現実的な実施が限られたものとな

り，せっかく練られたプログラムの成果が十分に発揮さ

れない．こういった欠点を克服して，ヨーロッパでヨー

ネ病防疫をそろって進めていくために，Baumgartner

教授は最小限の標準的な中身と効果を明確にした，基本

的な「最小の防疫プログラム」を決めて皆で進めていく

必要があると考えてその中身を紹介してくれた．

このプログラムは3つのステップからできており，牛

のヨーネ病コントロールのための「最小のプログラム」

を意味するものである．ステップ1としては，すべての

成牛に見られる下痢症例の診断評価をして，ヨーネ病臨

床発症牛であれば即時殺処分する．ステップ2において

は，農場内の新たな感染が起こらないように足並みそろ

えて管理を実行することである．これらの衛生管理法に

ついては，すでに実施されている既存のプログラムや刊

行物から選びだせば良い［26, 29］．経済事情や使い得

る時間の中で，個々の農場ができ得る範囲に合わせた，

適切で実現可能な予防措置の選択をして，農場の実態に

合うかを考え，それを実施していくことが現段階では最

も重要であろう．欲求不満を解消するためには，農家，

農場スタッフ，そして農場の獣医師によって完全に実施

可能で，支持される内容の家畜衛生的な予防措置につい

てだけを選ぶべきである．

ステップ3は，ヨーネ菌の排菌を検出することに焦点

を絞った定期的な農場内のヨーネ菌の汚染状態評価であ
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る．例えばこれは，農場で得る環境・糞便のサンプルを

用いて簡単かつ安価な方法で実施していくことができる

だろう［14］．

この「最小の防疫プログラム」はもちろんより精密な

「最大限の牛のヨーネ病防疫プログラム」の代わりにな

るものではないが，相応な経費と作業負荷で実行できる

ので，大部分の牛の農家にとって妥当なものではないだ

ろうか．このようなプログラムの目的は，ヨーネ病発症

牛を減少させて，農場環境へのヨーネ菌の排菌を低下さ

せるものである．これにより，その農場内や，農場間の

新規感染は減らされるかもしれないし，食物連鎖へのヨ

ーネ菌のコンタミネーションを低下させることができる

であろう．さらなる副次的効果として，これらの簡単な

防疫プログラムの実施により他の疾病発生をも減らし，

動物の福祉保護をも増加させるかもしれない．さらにま

た，このプログラムはヨーネ病防疫の導入の契機となる

かもしれないし，最小防疫プログラムを強化していった

り，拡大していくこともできるであろう．不顕性感染し

た牛の取引が最も普通のヨーネ病の伝播ルートであるた

め，ヨーロッパにおけるヨーネ病防疫に対する努力は国

際レベルで調整されなければならない．一旦感染した農

場ではヨーネ菌を根絶することが非常に困難か，不可能

でさえあるかもしれないが，感染牛群内の新規感染の減

少と感染していない農場のその予防は達成されることが

期待される．

Baumgartner教授はこれらの目的に達するために，

全ヨーロッパの「牛のヨーネ病の最小防疫プログラム」

（上で提示されるその3つのステップに基づく）が検討

されていくべきであると述べた．全ヨーロッパを対照と

した，「安い経費と，実施することが容易な防疫プログ

ラム」は，ヨーロッパにおけるヨーネ病防疫の最低基準

として役立つであろうし，よりコストが掛かりより万全

を期したコントロールプログラムに進む動機となるので

はないかと締めくくった．

家畜伝染病予防法及び家畜防疫対策要綱に基づき，さ

らに牛のヨーネ病防疫対策要領という具体的な対策技術

を打ち立ててヨーネ病対策を行ってきたわが国の状況と

比較して，かなり先進的と思える国がある一方，非常に

問題があると思われる国の実態も紹介された．このよう

なちぐはぐな防疫対策の実態を踏まえて提案された「最

小防疫プログラム」であるが，個々の農家や獣医師のや

る気や環境に応じた内容では効果があまり望めないよう

な気もする．何もないよりはずっと良いし，簡単な対策

を実施する中でもっと高度なこともできるようになる可

能性もあるというBaumgartner教授の期待はかなり楽

観的な気もした．読者の皆様はどのように感じただろう

か．ヨーネ病の防疫を考えるきっかけになれば幸いであ

る．
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